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はじめに

2007年３月に、米国で発生したペットフード

事件（後述）を契機として、中国で生産される

食品等の安全性に対する疑念が国の内外に広が

り、中国の経済発展を支える製品輸出にも影響

を及ぼすこととなった。このような事態を重く

みた中国政府は、法規の整備、違法行為の取締

りなどを行った。本稿は、2007年に食品の安全

性確保のために中国政府がとった措置につい

て、法規面を中心としてまとめるものである。

Ⅰ 食品の安全性をめぐる動向

１ 中国産食品の安全性に対する疑念の拡大

⑴ 米国

2007年３月から４月にかけて、米国でペット

フードを食べた犬や猫が相次いで死亡する事件

が発生した。中国から米国に輸出されたペット

フード用原料に、有毒物質（メラミン）が含ま

れており、それがペットフードに混入したこと

が事件の原因であった。中国政府は、５月に、

この製品を製造して米国に輸出した２つの食品

会社を特定して関係者を逮捕した。２社は、原

料のたんぱく質含有量を多く見せかけるため

に、このような行為に及んだと見られている。

2007年６月には、米国に輸入された中国製の練

り歯磨きから毒性の強い凍結防止剤が検出さ

れ、製品は廃棄処分とさ
(注１)

れた。

米国政府は、同じく６月に、中国産のエビ、

ウナギなど水産物５品目に対して輸入規制措置

をとった。これらの水産物は養殖の過程で大量

の抗菌剤が投与されており、それが残留してい

ることが問題となっていた。これらの抗菌剤の

中には発ガン性を指摘されているものも含まれ

ていた。このような一連の事態から、中国製品

とりわけ中国からの輸入食品の安全性に対する

疑念が、米国において一気に拡大
(注２)

した。

⑵ 日本

日本でも、中国産の農産物や養殖水産物に対

する不信感は、以前から存在していた。2002年

３月には、輸入された中国産冷凍ホウレンソウ

から、残留基準値の10倍前後の発がん性のある

殺虫剤が検出された。このため、一時期中国産

冷凍ホウレンソウの輸入自粛措置がとられた。

2005年８月には、中国産養殖ウナギから使用禁

止の合成抗菌剤（マラカイトグリーン）が検出

された。このような事態をうけて、日本政府は、

2006年５月に、一定量以上の農薬等が残留する

食品の販売等を禁止するポジティブリスト制度

を導入
(注３)

した。こうした措置により、また前述の

米国の事件の影響で、日本の中国からの食品輸

入は急減した。2007年上半期の生鮮野菜の輸入

量は前年同期比で20％減少したと言わ
(注４)

れる。
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⑶ 中国

一方、中国国内では、1990年代に、農薬散布

の方法や回数の誤りなどにより農薬に汚染され

た野菜（「毒菜」と呼ばれる）が市場に出回り、

中毒事件が頻発したことから、食品の安全性に

対する疑念は根強く、残留農薬問題に対する関

心は高い。野菜を買ったら１、２時間は水に浸

すなどの「徐毒措置」をとることは、中国社会

では「常識」となっているようである。最近で

は、無農薬の「有機食品」、低・減農薬栽培の「緑

色食品」、減農薬だが基準が緩い「無公害農産物」

などの表示がついた食品に人気が集まってい

る。これらの食品は、高額で、もっとも基準が

厳しい「有機食品」は、通常の商品の10倍前後

の値がつくものもあるが、富裕層を中心に需要

は伸びる一方とのことで
(注５)

ある。

2007年７月には、北京テレビが、ダンボール

紙を混ぜた肉まんが製造され、販売されている

とのニュースを流し、世界に衝撃を与えた。結

局、この報道は、「やらせ」であったとされ、取

材した記者は、報道の１か月後に、懲役１年、

罰金1,000元（１元は約15円）の実刑判決を受
(注６)

けた。このような報道が、中国国内でも、「いか

にもありそうな事実」として信じられたこと自

体が、偽物や「毒菜」がはびこる中国社会の深

刻な状況を表しているとの見方も
(注７)

ある。

２ 中国政府の対応

以上のような中国の食品の安全性をめぐる内

外の状況に、中国政府は危機感を強めたものと

思われる。

2007年７月25日に、国務院第186回常務会議

は、「食品等製品の安全への監督管理を強化する

国務院の特別規定」（以下「特別規定」という。）

を制定し、翌７月26日に公布し、即日施行
(注８)

した。

特別規定は、食品の安全性に関して、食品生産

者や販売者の義務、行政の監督管理責任を定め

たものであり、現在のところ中国政府の食品安

全問題に対する取組みの法的基盤となってい

る。

特別規定の制定をうけて、７月27日には、中

国共産党中央と国務院が、国務院関係部門と

省・自治区・直轄市政府の責任者を招集して「全

国品質活動会議」を開催した。会議に出席した

温家宝首相は、全国の管理責任者に対して、①

品質に対する監督管理の強化、②統一的な品質

基準体系の確立、③原料選択からアフターサー

ビスまで生産の全過程での品質向上、④品質に

関する法体系の構築、⑤食品生産現場・加工工

場等に対する検査・指導の推進、⑥社会に対す

る食品の安全問題に関する情報の提供という６

項目の活動方針を指示し、その執行を厳命
(注９)

した。

この全国会議をとおして、特別規定の全国的な

周知徹底を図ったものと考えられる。

その後、８月18日には、国務院新聞弁公室が、

「中国の食品の品質の安全状況」という文書を

公表
(注10)

した。この文書は、①中国の食品生産とそ

の安全性の概況、②食品に対する監督体制、③

食品の輸出入に対する監督、④食品安全性に関

する法規と技術、⑤食品安全性に関する国際協

力について、中国の現状をまとめたものである。

総じて、中国の食品の安全性を強調する内容と

なっている。

中国政府は、以上のような一連の対応により、

中国の食品の安全性に向けられた内外からの疑

念の払拭に努めた。

Ⅱ 食品等製品の安全への監督管理を強化する

国務院の特別規定

中国には、食品の安全性に関連する法律は、

「食品衛生法」、「農産品品質安全法」など11件

あり、また「工業製品生産許可証管理条例」な

ど関連行政法規が22件存在するとされ、量的に

は十分な法令が用意されている。しかし、それ

らの相互の関係は薄弱で、全体としての執行状
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況は良好とは言えず、違法行為に対する処罰は

不十分で、監督管理部門の活動が弱体であると

の問題が指摘されている。これが、特別規定が

新たに制定された背景で
(注11)

ある。

特別規定は、全20か条で、冒頭の立法趣旨等

以外は、大きく分けて、生産者・販売者等に関

する規定（第３条～第９条）及び中央と地方の

行政部門に関する規定（第10条～第19条）から

成る。以下、主な内容を紹介する。

１ 立法趣旨と定義

特別規定の立法趣旨として、食品等製品の安

全への監督管理の強化、生産経営者、監督管理

部門及び地方人民政府の責任の明確化、各監督

管理部門の協調及び協力の強化、並びに人体の

健康及び生命の安全の保障があげられている

（第１条）。

特別規定でいう「製品」には、食品のほかに、

食用農産品及び薬品など人体の健康及び生命の

安全に関係するものも含まれる（第２条）。

２ 生産者・販売者等に関する規定（第３条～第

９条）

食品の安全性に関しては、生産経営者が第一

義的な責任を負うべきものとして、その義務及

び違反行為に対する罰則が規定されている。例

えば、次のような規定がある。

⑴ 生産経営者は、生産し、又は販売する製品

の安全に責任を負わなければならない。法令

の要求に合致しない製品を生産し、又は販売

してはならない。違反した場合は、所定の監

督管理部門が、違法所得、製品、並びに違法

生産に用いた道具、設備及び原材料等を没収

する。同時に、所定の罰金を科する（第３条）。

⑵ 生産者が生産する製品に使用する原料、補

助材料、添加物及び農業投入品（肥料、殺虫

剤など）は、法律及び行政法規の規定並びに

国の基準に合致するものでなければならな

い。違反した場合は、違法所得を没収し、同

時に所定の罰金を科する（第４条）。

⑶ 食品等の販売者は、製品の名称、規格、数

量、仕入れ先、卸し先及び流通経路等に関す

る台帳を作成し、所定の期間保存しなければ

ならない（第５条）。

⑷ 製品を輸出する生産経営者は、その輸出製

品が輸入国（地域）の規格又は契約の要求に

合致するようにしなければならない（第７

条）。輸入製品は、中国の国家規格及び中国と

輸出国（地域）が締結した協定の要求に合致

するものでなければならない（第８条）。

⑸ 生産企業が、生産した製品に安全上の危険

が存在し、人体の健康及び生命の安全に危害

を与える可能性があることを発見した場合

は、社会に関連情報を公表し、販売者に対し

て販売中止を通知し、消費者に対して使用の

中止を呼びかけ、自主的に製品を回収し、関

係の監督管理部門に報告しなければならない

（第９条）。いわゆる「リコール」に関する規

定である。

３ 中央と地方の行政部門に関する規定（第10

条～第19条）

食品の安全性に関する監督管理の責任は、中

央と地方の行政部門が負うべきものとして、次

のような規定を置いている。

⑴ 県レベル以上の地方人民政府は、当該行政

地域内の製品の安全性に関する監督管理の総

責任を負い、監督管理活動を統一的に指導す

る。安全性にかかる突発事件が発生した場合

は、対応活動の指揮をとらなければならない。

監督管理の職責を怠り、当該行政地域内で製

品の安全性に係る突発事件がたびたび発生し

た場合は、責任者に
(注12)

処分を科する（第10条）。

このように、特別規定は、行政の「不作為」

に対しても、処罰を規定している。

⑵ 農業、衛生、品質検査、商務、工商及び薬

中国における食品の安全性確保に対する取組み
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品等の監督管理部門は、各自の職責に基づい

て、違法行為を正し、危害の発生を防止し、

又は減少させ、違法行為を行った生産経営者

を規定に基づいて処罰しなければならない。

「不作為」については、責任者に処分を科す

る（第13条）。

⑶ これら監督管理部門には、その職責履行に

あたって、現場検査、契約書、書類、帳簿及

びその他の関係資料の査読、複製、封印及び

差押え、並びに健康及び生命の安全に危害を

与える重大な危険が存在する生産経営場所の

封鎖等の権限が与えられる（第15条）。

⑷ すべての組織及び個人は、この規定に違反

する行為について、告発する権利を有する。

各監督管理部門は、告発受理のための電子

メールアドレス又は電話番号を公表しなけれ

ばならない。受理した告発は、すべて記録し

て保存し、調査、処理及び回答を行わなけれ

ばならない（第19条）。

Ⅲ 特別規定制定後の動向

1 食品の安全性に対する指導の全国的展開

特別規定の施行後、国務院内に、16部門の責

任者で構成する「品質及び食品安全指導グルー

プ」（原語は「産品質量及食品安全領導小組」）

が組織された。各部門で具体的な課題を設定し、

９月から12月までの４か月間で、それを100パー

セント達成することが目標とされた。全国の大

中都市の農産物卸売市場で常時品質検査を実施

する体制の構築、無許可経営の食品生産加工企

業の根絶、全国の食料品店における仕入台帳の

整備、違法に輸入される肉類、果物及び廃棄物

の根絶など12項目の目標が設定さ
(注13)

れた。

報道によれば、食品流通の分野では、2007年

12月15日までに、全国の無許可営業を行ってい

た食品販売商店・スタンド等10万7200店を取り

締まった。また、無許可経営を行っていた食品

製造・販売などの企業19万2400社を摘発し、偽

物・不合格食品の事案２万8900件を取り締まっ

た。強制的に市場から没収した問題商品は

1,253.5トンにのぼったと
(注14)

いう。

「品質及び食品安全指導グループ」による指

導・取締りの全貌は不明であるが、特別規定の

施行後、その規定に則り、全国規模で食品の安

全性確保に向けた取組みが展開されていること

は確実なようである。

２ 「食品安全法」起草作業

以上のような取締りを実施すると同時に、国

務院は、行政法規である特別規定では、食品の

安全性確保のための法的基盤として不十分と判

断し、「食品安全法」の起草作業を進めた。法案

は、2007年10月31日に開催された国務院常務会

議で承認され、全国人民代表大会常務委員会に

送付された。

同法は、特別規定を基に、既存の食品衛生法

等の内容を取り入れつつ、より十全な食品安全

管理体制の確立を目指すものとされている。法

案の詳細は公表されていないが、リスクの評価

制度の確立、生産から消費に至る食品流通の各

段階での危険防止体制の確立、食品生産経営許

可制の強化、食品輸出入管理の強化、行政によ

る管理の強化、消費者の権利保護などに関する

規定が盛り込まれるもようで
(注15)

ある。

法案は、2007年12月23日から29日まで開催さ

れた第10期全国人民代表大会常務委員会第31回

会議で、審議に付された。同会議では、食品安

全管理体制が混乱していること、安全基準が統

一性を欠いていることなど、中国の食品の安全

性をめぐる現状の諸問題が指摘され、これらの

問題に対処するために、審議を継続することと

な
(注16)

った。今後の全国人民代表大会における審議

動向が注目される。
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おわりに

以上のように、中国では、食品の安全性確保

のために、違法行為に対する取締まり等の行政

措置を強化するとともに、法的基盤の整備に向

けた準備が進んでいる。中国から大量の農産物、

食料加工品等を輸入しているわが国としては、

その動向から目を離すことはできないものと思

われる。

注

（インターネット情報はすべて2007年12月28日現在

である。）
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軽重に応じて、様々な処分を科すべきことが規定さ

れている。

「展開産品質量与食品安全専項整治」（品質と食品

安全に関する具体的問題の整理）『人民日報』

2007.8.28.

「全国流通領域産品質量和食品安全専項整治成効

顕著」（全国の流通分野の品質と食品安全に関する具

体的問題の整理は成果が顕著）『人民日報』

2007.12.20.

「温家宝主持招開国務院常務会議」（温家宝が国務

院常務会議を主催）『人民日報』2007.11.1.

「人大常委会第三十一次会議挙行全体会議」（全人

代常務委第31回会議は全体会議を開催）『人民日報』

2007.12.27.

追記

本稿脱稿後の2008年１月30日に、中国の食品会社が

製造し、日本に輸入された冷凍ギョーザ製品に有機リ

ン酸系の禁止殺虫剤が混入しており、それを食べた日

本人が中毒症状を訴えて入院していたことが判明し

た。現段階で、日中両政府による調査が継続中であり、

事件の全貌は明らかとなってはいない。食品の製造・消

費に関して、日中両国がきわめて密接な関係にあるこ

とを、あらためて浮き彫りにする事態と言えよう（2008

年２月12日記）。

（かまた ふみひこ・海外立法情報課）
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食品等製品の安全への監督管理を強化する国務院の特別規定

(2007年７月25日国務院第186回常務会議決定、同年７月26日公布及び施行)
鎌田 文彦訳

第１条 食品等製品の安全への監督管理を強化

し、生産経営者、監督管理部門及び地方人民

政府の責任をより明確化し、各監督管理部門

の協調及び協力を強化し、並びに人体の健康

及び生命の安全を保障するために、この規定

を制定する。

第２条 この規定にいう製品には、食品のほか

に、食用農産品及び薬品など人体の健康及び

生命の安全に関係するものも含む。

製品安全の監督管理について、法律に規定

がある場合は、法律の規定を適用する。法律

に規定がない場合又は規定が不明確な場合

は、この規定を適用する。

第３条 生産経営者は、生産し、又は販売する

製品の安全に責任を負わなければならない。

法令の要求に合致しない製品を生産し、又は

販売してはならない。

法律又は行政法規の規定により、製品の生

産又は販売にあたって、許可証を取得しなけ

ればならない場合又は認可を得なければなら

ない場合は、法定の条件及び要求に従って生

産経営活動を行わなければならない。法定の

条件及び要求に従わないで生産経営活動を

行った場合又は法定の要求に合致しない製品

を生産し、若しくは販売した場合は、農業、

衛生、品質検査、商務、工商及び薬品等の監

督管理部門が、各自の職責に基づいて、違法

所得、製品、並びに違法生産に用いた道具、

設備及び原材料等の物品を没収する。同時に、

没収総額が5,000元未満の場合は５万元の罰

金を併科し、没収総額が5,000元以上１万元未

満の場合は10万元の罰金を併科し、没収総額

が１万元以上の場合は没収総額の10倍以上20

倍以下の罰金を併科するものとする。重大な

結果を招いた場合は、許可証を発行した部門

が当該許可証を取り消すものとする。違法経

営罪又は偽粗悪品生産販売罪等の犯罪を構成

する場合は、法に基づいて刑事責任を追及す

る。

生産経営者が、更に法定の条件及び要求に

合致しないまま、生産経営活動を継続した場

合は、許可証を発行した部門が当該許可証を

取り消すとともに、現地の主要な媒体に許可

証を取り消した生産経営者の名簿を公表する

ものとする。違法経営罪又は偽粗悪品生産販

売罪等の犯罪を構成する場合は、法に基づい

て刑事責任を追及する。

法により許可証を取得すべきであるにもか

かわらず、許可証を取得しないまま生産経営

活動を行った場合は、農業、衛生、品質検査、

商務、工商及び薬品等の監督管理部門が、各

自の職責に基づいて、違法所得、製品、並び

に違法生産に用いた道具、設備及び原材料等

の物品を没収する。同時に、没収総額が１万

元未満の場合は10万元の罰金を併科し、没収

総額が１万元以上の場合は没収総額の10倍以

上20倍以下の罰金を併科するものとする。違

法経営罪を構成する場合は、法に基づいて刑

事責任を追及する。

関係業界団体は、業界の自律性を強め、生

産経営者の生産経営活動を監督しなければな

らない。また、公衆に対する健康知識の普及

及び宣伝を強化し、消費者が、合法的な生産

経営者が生産販売した製品及び合法的な標識
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が付された製品を選択できるように導かなけ

ればならない。

第４条 生産者が生産する製品に使用する原

料、補助材料、添加物及び農業投入品は、法

律及び行政法規の規定並びに国の義務的な基

準に合致するものでなければならない。

前項の規定に違反して、原料、補助材料、

添加物及び農業投入品を違法に使用した場合

は、農業、衛生、品質検査、商務及び薬品等

の監督管理部門が、各自の職責に基づいて、

違法所得を没収する。同時に、没収総額が

5,000元未満の場合は２万元の罰金を併科し、

没収総額が5,000元以上１万元未満の場合は

５万元の罰金を併科し、没収総額が１万元以

上の場合は没収総額の５倍以上10倍以下の罰

金を併科するものとする。重大な結果を招い

た場合は、許可証を発行した部門が当該許可

証を取り消すものとする。偽粗悪品生産販売

罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任

を追及する。

第５条 販売者は、仕入商品検査制度を確立し

て実施し、商品供給商の経営資格を審査し、

製品の合格証明及び製品標識を確認し、並び

に製品仕入台帳を作成して、製品の名称、規

格、数量、供給商及びその連絡先、仕入日時

等の内容をありのままに記録しなければなら

ない。製品卸売を営む販売企業は、製品販売

台帳を作成して、卸した製品の品種、規格、

数量及び流通経路等の内容をありのままに記

録しなければならない。製品集中交易所で自

ら生産した製品を販売する生産企業は、製品

卸売業務に従事する販売企業に関する規定に

倣い、製品販売台帳を作成する義務を果たさ

なければならない。仕入台帳及び販売台帳の

保存期間は、２年を下回らないものとする。

販売者は、供給商に対して、製品の生産単位

ごとに、法定条件に合致する検査機関が発行

した検査報告書、又は供給商が署名し、若し

くは押印した検査報告書の写しを要求しなけ

ればならない。検査報告書又は検査報告書の

写しを得られない製品は、販売してはならな

い。

前項の規定に違反した場合は、工商及び薬

品の監督管理部門が、各自の職責に基づいて、

販売の中止を命ずるものとする。検査報告書

又は検査報告書の写しなしに製品を販売した

場合は、違法所得及び違法製品を没収すると

ともに、没収総額の３倍の罰金を併科するも

のとする。重大な結果を招いた場合は、許可

証を発行した部門が当該許可証を取り消すも

のとする。

第６条 製品集中交易市場を経営する企業、製

品販売所を賃貸する企業及び製品展示販売会

を開催する企業は、参加する販売者の経営資

格を審査し、参加販売者の製品安全管理責任

を明確化し、定期的に参加販売者の経営環境、

条件、内部安全管理制度及び経営製品が法定

要求に合致しているかどうかの検査を行わな

ければならない。法定要求に合致しない製品

の販売又はその他の違法行為を発見した場合

は、速やかに中止させ、ただちに所在地の工

商行政管理部門に報告しなければならない。

前項の規定に違反した場合は、工商行政管

理部門が、1,000元以上５万元以下の罰金を科

する。犯情が重大な場合は、営業停止及び整

理処分とする。重大な結果を招いた場合は、

営業許可証を取り消すものとする。

第７条 輸出製品の生産経営者は、その輸出製

品が輸入国（地域）の規格又は契約の要求に

合致するよう保証しなければならない。輸出

にあたって法令により検査を義務付けられて

いる製品については、法律の規定に合致する
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組織の検査に合格しなければならない。

輸出製品検査員は、法律及び行政法規の規

定並びに関係する規格、手続き及び方法に基

づいて検査を行わなければならず、発行した

検査証書等に責任を負わなければならない。

出入国検査検疫組織並びに商務及び薬品等

の監督管理部門は、輸出製品の生産経営者の

優良及び不良を示す記録を作成し、公表しな

ければならない。優良記録を持つ生産経営者

に対しては、検査検疫手続を簡素化するもの

とする。

輸出製品の生産経営者が、製品検査を回避

した場合又は虚偽をはたらいた場合は、出入

国検査検疫組織及び薬品の監督管理部門が、

各自の職責に基づいて、違法所得及び製品を

没収するとともに、没収総額の３倍の罰金を

併科するものとする。犯罪を構成する場合は、

法に基づいて刑事責任を追及する。

第８条 輸入製品は、わが国の国家技術規格の

義務的要求及びわが国と輸出国（地域）が締

結した協定に規定する検査要求に合致しなけ

ればならない。

品質検査及び薬品の監督管理部門は、生産

経営者の信頼度、品質管理水準及び輸入製品

危険評価の結果に基づき、輸入製品に対して

分類管理を実施するとともに、輸入製品の受

取人の記録に対して管理を行うものとする。

輸入製品の受取人は、ありのままに輸入製品

の流通について記録しなければならない。記

録の保存期限は、２年を下回らないものとす

る。

品質検査及び薬品の監督管理部門は、法定

要求に合致しない製品を発見した場合は、そ

の製品の輸入者、検査申請者及び代理人を不

良記録名簿に登載することができる。輸入製

品の輸入者及び販売者が、虚偽をはたらいた

場合は、品質検査及び薬品の監督管理部門が、

各自の職責に基づいて、違法所得及び製品を

没収するとともに、没収総額の３倍の罰金を

併科するものとする。犯罪を構成する場合は、

法に基づいて刑事責任を追及する。輸入製品

の検査申請者及び代理人が虚偽をはたらいた

場合は、検査申請資格を取り消すとともに、

没収総額と同額の罰金を併科するものとす

る。

第９条 生産企業が、生産した製品に安全上の

危険が存在し、人体の健康及び生命の安全に

危害を与える可能性があることを発見した場

合は、社会に関連情報を公表し、販売者に対

して販売中止を通知し、消費者に対して使用

の中止を呼びかけ、自主的に製品を回収し、

かつ、関係監督管理部門に報告しなければな

らない。販売者は、ただちに当該製品の販売

を中止しなければならない。販売者がその販

売する製品に安全上の危険が存在し、人体の

健康及び生命の安全に危害を与える可能性が

あることを発見した場合は、ただちに当該製

品の販売を中止し、生産企業又は卸売商に通

知し、かつ、関係監督管理部門に報告しなけ

ればならない。

生産企業及び販売者が前項に規定する義務

を履行しない場合は、農業、衛生、品質検査、

商務、工商及び薬品等の監督管理部門が、各

自の職責に基づいて、生産企業に製品の回収

を、販売者に販売の中止を命じるとともに、

生産企業には対象総額の３倍の罰金を併科

し、販売者には1,000元以上５万元以下の罰金

を併科するものとする。重大な結果を招いた

場合は、許可証を発行した部門が当該許可証

を取り消すものとする。

第10条 県レベル以上の地方人民政府は、製品

安全の監督管理を政府活動の審査目標に組み

入れ、当該行政地域内の製品安全の監督管理
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の総責任を負い、当該行政地域内の監督管理

活動を統一的に指導し、協調をはかり、健全

な監督管理協調体制を構築し、法執行の協調

及び監督を強化しなければならない。製品安

全にかかる突発事件への対応活動を統一的に

指導し、指揮し、法に基づいて製品安全事故

を組織的に調査しなければならない。監督管

理責任制を樹立し、各監督管理部門に対して

評価及び審査を行わなければならない。品質

検査、工商及び薬品等の監督管理部門は、所

在地の同級の人民政府と協調して、法に基づ

いて製品安全の監督管理活動を行わなければ

ならない。

県レベル以上の地方人民政府が製品安全の

監督管理の指導、協調の職責を履行せず、当

該行政地域内で一年に複数回の製品安全事故

が発生し、社会に重大な影響をもたらした場

合は、監察組織又は任免組織が、同政府の主

要な責任者及び直接的な責任を負う主管者に

対して、重過失記録、降格又は職務停止の処

分を科するものとする。

第11条 国務院の品質検査、衛生及び農業等の

主管部門は、各自の職責の範囲内で、関連す

る国家規格を制定、改定又は起草し、統一的

に管理でき、全体としてバランスがとれ、実

態に即した、科学的合理性のある製品規格体

系をすみやかに構築しなければならない。

第12条 県レベル以上の人民政府及びその部門

は、製品の安全について監督管理を実施する

場合、法定の権限及び手続きに基づいて職責

を履行し、公開、公平及び公正に行わなけれ

ばならない。生産経営者の同一の違法行為に

対して、二回以上の罰金を科する行政処罰を

行ってはならない。犯罪を構成する疑いがあ

る場合及び刑事責任を追及する必要がある場

合は、「行政法令執行機関が犯罪の疑いのある

案件を送致する規定」に基づいて公安機関に

送致しなければならない。

農業、衛生、品質検査、商務、工商及び薬

品等の監督管理部門は、各自の職責に基づい

て、生産経営者に監督検査を行い、義務的規

格及び法定要求の遵守状況を記録し、監督検

査員が署名したうえで文書として保存しなけ

ればならない。監督検査記録は、監督検査を

直接的に主管する責任者が定期的に審査する

事項としなければならない。公衆は、監督検

査記録を閲覧する権利を有する。

第13条 生産経営者に、以下の状況の一がある

場合、農業、衛生、品質検査、商務、工商及

び薬品等の監督管理部門は、各自の職責に基

づいて措置をとり、違法行為を正し、危害の

発生を防止し、又は減少させるとともに、こ

の規定に基づいて処罰するものとする。

⑴ 法により許可証を取得すべきであるにも

かかわらず、許可証を取得しないまま生産

経営活動を行った場合

⑵ 許可証を取得後又は許可を得た後、法定

の条件及び要求に従わないで生産経営活動

を行った場合又は法定の要求に合致しない

製品を生産し、若しくは販売した場合

⑶ 生産経営者が、更に法定の条件及び要求

に合致しないまま、生産経営活動を継続し

た場合

⑷ 生産者が、生産する製品に、法律及び行

政法規の規定及び国の義務的規格に基づか

ない原料、補助材料、添加物及び農業投入

品を使用した場合

⑸ 販売者が仕入商品検査制度を構築せず、

若しくは実施せず、又は仕入台帳を作成し

ない場合

⑹ 生産企業が生産した製品に安全上の危険

が存在し、人体の健康及び生命の安全に危

害を与える可能性があることを発見したに
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もかかわらず、この規定の義務を履行しな

い場合

⑺ 生産経営者が、法律、行政法規及びこの

規定の他の関係規定に違反した場合

農業、衛生、品質検査、商務、工商及び薬

品等の監督管理部門が前項で規定する職責を

履行しないことにより、一定の結果をもたら

した場合は、監察組織又は任免組織が、その

主要な責任者、直接的な責任を負う主管者、

及びその他の直接的責任者に対して、重過失

記録又は降格の処分を科するものとする。重

大な結果をもたらした場合は、その主要な責

任者、直接的な責任を負う主管者、及びその

他の直接的責任者に対して、職務停止又は解

職の処分を科するものとする。その主要な責

任者、直接的な責任を負う主管者、及びその

他の直接的責任者が、汚職罪を構成する場合

は、法に基づいて刑事責任を追及する。

この規定に違反して、職権を乱用し、又は

その他の汚職行為があった場合は、監察組織

又は任免組織が、その主要な責任者、直接的

な責任を負う主管者、及びその他の直接的責

任者に対して、過失記録又は重過失記録の処

分を科するものとする。重大な結果を招いた

場合は、その主要な責任者、直接的な責任を

負う主管者、及びその他の直接的責任者に対

して、職務停止又は解職の処分を科するもの

とする。その主要な責任者、直接的な責任を

負う主管者、及びその他の直接的責任者が、

汚職罪を構成する場合は、法に基づいて刑事

責任を追及する。

第14条 農業、衛生、品質検査、商務、工商及

び薬品等の監督管理部門が、この規定に違反

する行為を発見して、それが他の監督管理部

門の職責に該当する場合は、速やかに書面で

通知するとともに、処理権限を有する監督管

理部門の処理にゆだねなければならない。処

理権限を有する部門は、速やかに処理し、責

任逃れをしてはならない。速やかに処理せず、

責任逃れをして、一定の結果をもたらした場

合は、監察組織又は任免組織が、その主要な

責任者、直接的な責任を負う主管者、及びそ

の他の直接的責任者に対して、重過失記録又

は降格の処分を科するものとする。

第15条 農業、衛生、品質検査、商務、工商及

び薬品等の監督管理部門は、その製品安全の

監督管理の職責履行にあたって、次の職権を

有する。

⑴ 生産経営場所に入っての現場検査の実施

⑵ 契約書、書類、帳簿及びその他の関係資

料の査読、複製、封印及び差押え

⑶ 法定要求に合致しない製品、違法使用の

原料、補助材料、添加物及び農業投入品並

びに違法生産に用いられた道具及び設備の

封印及び差押え

⑷ 人体の健康及び生命の安全に危害を与え

る重大な危険が存在する生産経営場所の封

鎖

第16条 農業、衛生、品質検査、商務、工商及

び薬品等の監督管理部門は、生産経営者違法

行為記録制度を構築し、違法行為の状況を記

録し、公表しなければならない。多数の違法

行為記録を有する生産経営者については、許

可証を取り消すものとする。

第17条 検査組織が、虚偽の検査報告を提出し、

重大な結果を招いた場合は、検査資格を与え

た部門が、その資格を取り消すものとする。

犯罪を構成する場合は、法に基づいて、直接

的な責任を負う主管者及びその他の直接的責

任者の刑事責任を追及する

第18条 製品安全事故又はその他の社会に重大
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な影響を与える製品安全事件が発生した場合

は、農業、衛生、品質検査、商務、工商及び

薬品等の監督管理部門は、各自の職責の範囲

内において、速やかに対応し、措置を講じ、

事態の発展を阻止し、損失を減少させ、国務

院の規定に基づいて情報を公表し、善後策を

講じなければならない。

第19条 すべての組織及び個人は、この規定に

違反する行為について、告発する権利を有す

る。告発を受理した部門は、告発者の秘密を

守らなければならない。調査の結果、告発が

事実と判明した場合は、告発を受理した部門

が、告発者に対して褒賞を与えなければなら

ない。

農業、衛生、品質検査、商務、工商及び薬

品等の監督管理部門は、告発受理のための電

子メールアドレス又は電話番号を公表しなけ

ればならない。受理した告発は、速やかに、

すべてを記録し、適切に保存しなければなら

ない。告発事項が当該部門の職責に該当する

場合は、受理して、法に基づいて、調査、処

理及び回答を行わなければならない。当該部

門の職責に該当しない場合は、処理権限を有

する部門に送付し、かつ、告発者にそれを通

知しなければならない。

第20条 この規定は、公布の日から施行する。

（かまた ふみひこ・海外立法情報課）
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